
平成18年度の原料血紫確保目標量（案）について  

【平成18年度確保目標量】  

93万Lとする。   

1．需給計画の実施状況等  

血祭分画製剤の安定供給を確保するため、平成15年度以降は毎年度の需   

給計画を定め、原料血祭の確保を図っている。   

16年度においては確保目標量を94万リットルと定め、確保量は94．2万  

リットルであり、目標量を達成した。   

17年度においては、需要が縮小傾向にあり、各社とも原料血祭、製品等   

の在庫量が増加したこと等を踏まえ、原料血祭確保目標量を90万リットル  

（在庫分を含む。）へ減量したところである。  

18年度においては、血液凝固第Ⅷ因子製剤の需要増加等に伴い、原料血   

祭の受入希望量が増加（中間原料を除く。）したことを踏まえ、確保必要量   

を90万リットルとしている。  

2．平成18年度の原料血紫受入希望量  

日本赤十字社を含めた国内製造業者各社の原料血祭受入希望量は、中間原  

料を除くと、17年度を上回っている。  

18年度希望量  

凝固因子製剤製造用  76．5万リットル  

その他の分画製剤製造用 41．7万リットル  

17年度希望量   

（71．0万リットル）   

（35．3万リットル）  

中間原料  47．0万リットル相当   （75．3万リットル相当）  

（181．6万リットル）  165．2万リットル   

3．原料血祭確保目標量の計算   

（1）国内製造各社の受入希望量どおり配分するための必要量を計算する。   

凝固因子製剤用  その他の分画製剤用  原料血祭必要量  

希望量合計  希望量合計  脱クリオ血凍での供給予定量  

76．5万リットル ＋（41．7万リットル ー 28．2万リットル） ＝ 90．0万リットル   

※ 脱クリオ血祭は凝固因子製剤用血焚から血液凝固第Ⅷ因子を取り出した残余。  

中間原料は脱クリオ血焚からアルブミン製剤を製造する分画過程で発生する。   



国内製造各社の受入希望  

会  社  名   凝固因子製剤用  その他分画用   中 間 原 料  

PⅡ＋Ⅲ  PⅣ－1  PⅣ－4   

日本赤十字社   53．2   （24．7）   

（財）化学及血清療法研究所   23．0   5．0   

日本製薬（株）   0   13．0   6．0   

（株）ベネシス   0．3   23．7   26．0  15．0  

合  計   76．5   41．7   47．0   

（2）その他要因を考慮した調整  

国内自給の推進には将来にわたって安定的に原料血祭が確保・供給され  

る必要があり、このためには毎年度献血者を安定的に確保する必要がある  

ので、製造業者の原料血祭必要量に多少の余裕を見込んだ確保目標量の設  

定が必要と考えられ、平成17年度の確保目標量は、原料血祭必要量に製  

造業者の在庫として3万リットルの上乗せを行ったところである。  

平成18年度においても、平成17年度と同様に3万リットルの上乗せ  
を行う。  

以上の状況から、平成18年度原料血祭確保目標量を93万リットルと定め、  

国、都道府県及び日本赤十字社はその達成に向けて努力するとともに、国内製  

造業者に対しては各社に配分された原料血祭相当の献血由来製剤を製造・供給  

するよう要請する。  

なお、原料血衆の確保については、平成12年の国勢調査結果による人口を  

基準にして各都道府県毎目標量を割り当てることとしたい。  

（参 考）  

原料血衆確保量及び各社への配分量の年度別推移 （単位：万L）  

14年度   15年度   16年度   17年度   18年度   

原料血祭確保実績量  IO9．8   102．5   94．2  

原料血祭確保目標量  108．0   108．0   94．0   90．0   93．0   

原料血祭の配分量   105．5   107．4   93．5   （87．0）   （90．0）   

※ 原料血祭確保目標量は平成10年度（80万リットル）以降平成14年度ま  

では毎年7万リットル増で設定してきた。  

※「原料血祭の配分量」は、日本赤十字社を含む各社に配分された凝固因子   

製剤用原料血祭及びその他の分画製剤用原料血祭の合計量であり、脱クリ   

オ血衆及び中間原料を含まない。   









平成18年度に配分される原料血渠の標準価格の考え方  

＜基本的考え方＞ （平成17年度と同様）  
日本赤十字社では輸血用血液の確保と原料血渠の確保が並行して行われているが、   

人員をはじめ施設、装置等は兼用されている。このため、これらを明確に切り分ける   

ことは困難であるが、採血関連業務の中で、原料血祭の確保のために必要と考えられ   

る部分について責用を積算し、原料血祭の価格を計算する。（原価計算方式）  

○全血採血及び血小板成分採血は、主として、赤血球製剤及び血小板製剤を製造す  

るために行われることから、原料血渠の確保に係る費用の一部に限定して積算。  

○血焚成分採血については、必要経貴を積算。但し、献血全般に共通する事項や他  

の献血者にも同様に広く行われるサービスに係る経責を除く。  

1 凝固因子製剤用  

（1）原料血渠の配分量  

配分量は、確保目標量と同量の93万リットル（A）とする。   

（2）価格の算定方法  

原料血渠93万リットルの確保から供給までに必要な経費を積み上げ、この塵  

要経責の総革を93万で除し、5％の消貴華を加えて1リットルの単価（B）と  

する。   

（3）算定の根拠  

日本赤十字社が提出したデータを使用することとし、材料費等（材料費、人件  

費、経費、輸送保管貴等）の単価（C）については平成15年度及び16年度の  

平均を使用する。   

（4）採血方法別の原料血渠の配分量  

各採血方法別の確保量の割合で93万リットルを按分し配分量（D）とする。  

確保量の割合は平成15年度及び16年度の平均とした。  

計算式： B＝∑（Cn x Dn）／Axl．05  

（nは採血方法を示す。）   

2 その他の分画用  

血液凝固第Ⅷ因子製剤が製造できない点を考慮して、；疑固因子製剤用から所要額を割   

り引くものとする。昨年度と同様に、両者の現行価格の割合により価格を設定する。（10円   

未満切り上げ）   

3 中間原料  

前年度標準価格に凝固因子製剤用原料血祭の価格改定率を乗じ新価格とする。（10  

円未満切り上げ）  
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